
問い合せ先／申込書受付場所 

児玉郡市広域消防本部 予 防 課 0495-24-8392 本庄市西富田 904-3 

           中央消防署 0495-24-8395 同上 

           本 庄 分 署 0495-21-2177 本庄市 224 

           児 玉 分 署 0495-72-1581 本庄市児玉町長沖 290-1 

           美 里 分 署 0495-76-1190 美里町大字木部 323-5 

           神 川 分 署 0495-77-2086 神川町大字新里 396-1 

           神 泉 分 署 0274-52-3409 神川町大字下阿久原 879-12 

           上 里 分 署 0495-33-0442 上里町大字七本木 295 

 

[お申込み等] 

  対 象 者：集会、サークル、寄り合い、グループ、法人等の団体又は個人 
  場  所：お申し出いただいた場所（集会所、公民館、会社、個人のお宅等） 

  所要時間：おおむね３０分程度（ご要望に応じて） 
  申込方法：申込書に必要事項を記入して最寄りの消防署・分署へ直接提出して 

 ください。実施日の２週間前までに申し込みをお願いします。詳しくは、申し 

 込みの時にご相談させていただきます。 

 消防本部では、住宅用火災警報器の説明会を随時受け付けています。 

 地域（区・字）の集会やサークル、寄り合いなど、小人数でも受け付けさせて

いただきますので、お気軽にお申込みください。 

 現役の消防士が説明に伺わせていただきます。申込方法は下記のとおりです。 

[説明会の趣旨] 

 この説明では、住宅用火災警報器を設置することで、万が一、火災が起きても

火災の早期発見と避難が可能になることや、あなたやあなたの家族の命を守る大

切なものであることを事例を交えてできるだけ詳しくお伝えさせていただきま

す。一軒でも多くの設置で救える命があることを忘れてほしくありません。 

◇ 住宅用火災警報器は維持管理（劣化や電池切れなど）が必要です。 

◇ 連動型の住宅用火災警報器が推奨されています。 

◇ 住宅用火災警報器の取付支援事業をご利用ください。 

◇ 住宅用火災警報器は、お近くの電器屋さんやプロパンガス事業者も取り扱っています。 



出 前 講 座 申 込 書 

  

                              年  月  日 

 

 消 防 長  様 

（FAX 0495-24-8393） 

( ふ り が な ) 

申込者（代表者）名 

 

 

 

申 込 者 住 所 

 

 

 

連 絡 先 電 話 番 号 

 

 

 

予 定 参 加 者 数 

 

                      名 

 

希 望 日 時 

                午前      

    年  月  日（  ）       時  分から 

                午後 

実 施 場 所 

 

 

 

受 付 備 考（要望等及びその他必要な事項を記載すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引 継 ぎ 

転送日 転送者名 受理者名 

 

 

 

  

 ※ 太枠内は記入しないでください。 

 ※ 日時が重なったり、災害出場のためご希望日に添えない場合があります。 

   あらかじめご了承ください。 

   なお、詳細につきましては、担当者にお問い合わせください。 


